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雇用の３つの視点

1. 働きやすい環境か？

2. やりがいのある仕事か？

3. 仕事以外も充実しているか？



1. 働きやすい環境

・チーム医療の推進
・医師の負担軽減？

・医療の質の向上？

・タスクシフティング
・病棟クラーク、外来クラーク

・看護補助者

・医師事務作業補助者



ペガサスキッズルーム

• 学童保育の終了までに小学校へお迎え
に行きます

• まずは事前登録、「ペガサスキッズ」に

• 登録資格：医師、看護師、その他有資格
者の小学生の子ども

• 小学校教諭、臨床心理士の有資格者が
スタッフ

• 宿題、復習、予習

• 無料で英会話教室、書道（硬筆）教室など



社会福祉法人風の馬 ペガサス保育園

• ペガサスグループの地域福祉向上への貢献をより一層高め
ることを目的に設立。

• 堺市の認可を受けて、平成２３年4月に開設した「ペガサス保
育園」がその第一歩。

• 対象：0歳（生後57日以降）から、5歳児（小学校入学まで
• 特別保育事業の取り組み

①障害児保育や延長保育
②地域の方々を対象とした子育て相談

・幼保連携型認定こども園



職員ポスト

職員ポストはこちら



職員サポートセンターの設置①

・平成２７年１月１日

“ 職員サポートセンター ”を設置

人事課・庶務課・厚生課の３部署を
集約、さらに健康保険組合をプラス
して『職員サポートセンター』として
リニューアル

職員サポートセンターの設置②

職員サポートセンター

人事課 庶務課 厚生課 健康保険組合

職員からの様々な相談に対応

（辞めたい・異動したい・休業したい・給与
・保険のことなど何でも）



2.やりがいのある仕事

医師にやりがいを感じてもらうには



ペガサスカレッジ

3.仕事以外の充実



ペガサス英会話教室

月曜日から金曜日の夕方（17：45〜19：00）、毎日、英会話教室
を開催。また、毎週火曜日にはランチタイム（12：15〜13：00）の
教室も開催。職員なら、どちらも参加無料で誰でも学ぶことがで
きます。場所は馬場記念病院のすぐ前にあるペガサスクリニック
の２階。さらに、個人レッスンでしっかり学ぶこともできます。
先生はネイティブスピーカー。
生きた英語を学びつつ、参加者同士、英語でコミュニケーション
を図るなど、仕事とはまた違った楽しい時間を過ごすことができ
ます。また日本語が堪能でない外国人の患者さまに対応する際
など、教室で学んだ英会話が役立つこともあります。

院内保育所やキッズルームでも開催

イベント
• ペガサス大運動会
• ペガサス球技大会
• 職員親睦旅行
• ボーリング大会
• スキーツアー
• その他

「楽しいこと大好き！」なペガサスでは、職員が
楽しむことができるイベントがいろいろあります。
たとえば納涼大会やボーリング大会、年末抽選
会など、盛りだくさん。こうしたイベントでは、日頃
の仕事ではあまり顔を合わせることの少ない他
部署、他職種の職員との交流もできますので、
交友関係も広がります。



その他

• エステサロン法人契約
月に２回程度、ワンコインマッサージを実施。

また、法人契約のエステサロンは、通常料金に
比べて割引のサービス。

• 医療機関債
• ペガサストレーニングコーナー
• 婚活パーティー

職員全員へのバースデープレゼント

理事長 馬場武彦メッセージ付きバースデーカードとプレゼント



ペガサスメンター制度

従来の体制（例：新入職員）

新人看護師 新人検査技師 新人事務職員新人PT・OT・ST

プリセプター バイザー バイザー バイザー

看護部長 技師長 リハ部長 事務部長



組織横断的体制を追加

ペガサスメンター制度

人材育成委員会

職員サポートセンター

メンター組織図

スーパーバイザー

看護部

メンター

医療技術部

メンター

地域医療部

メンター

事務部

メンター

看護部

新入職員

医療技術部

新入職員

地域医療部

新入職員

事務部

新入職員



民間病院の特徴

医師 << コメディカルスタッフ
(想像以上にタスクシフトは進んでいる)



頑張りすぎて疲れている医師を
発見→食事に誘い話を聞く。

↓

超過勤務月100時間超の医師
→医師による面接



宿日直について





１ 医師等の宿日直勤務については、次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、宿直の場合
は夜間に十分な睡眠がとり得るものである場合には、規則第23条の許可（以下「宿日直
の許可」という。）を与えるよう取り扱うこと。
⑴ 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。すなわち、通常

の勤務時間終了後もなお、通常の勤務態様が継続している間は、通常の勤務時間の拘
束から解放されたとはいえないことから、その間の勤務については、宿日直の許可の
対象とはならないものであること。

⑵ 宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊の措置を必要としな
い軽度の又は短時間の業務に限ること。例えば、次に掲げる業務等をいい、下記２に
掲げるような通常の勤務時間と同態様の業務は含まれないこと。
・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等
（軽度の処置を含む。以下同じ。）や、看護師等に対する指示、確認を行うこと

・ 医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間（例えば非輪番日である
など）において、少数の軽傷の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応す
るため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと

・ 看護職員が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間（例えば非輪番日で
あるなど）において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対
応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと

（中略）
２ 上記１によって宿日直の許可が与えられた場合において、宿日直中に、通常の勤務時

間と同態様の業務に従事すること（医師が突発的な事故による応急患者の診療又は入院、
患者の死亡、出産等に対応すること、又は看護師等が医師にあらかじめ指示された
処置を行うこと等）が稀にあったときについては、一般的にみて、常態としてほとんど
労働することがない勤務であり、かつ宿直の場合は、夜間に十分な睡眠がとり得るもの
である限り、宿日直の許可を取り消す必要はないこと。

（以下略）
基発0701第8号 令和元年7月1日

研鑚について





• タイムカードは必須

•更なる勤務実態把握が必要

•包括指示を含むタスクシフトが重要

• チーム医療のあり様は時間帯により変化しうる



ご静聴ありがとうございました。


